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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分子量１０万以上の高分子フコイダンであり、かつ硫酸基含有量が１０～２０％である
モズク由来フコイダンを有効成分としてなり、アルコール飲料中のイソアミルアルコール
の揮発性を高めること、及び、エタノール、イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸から選ば
れるすくなくともひとつの揮発性を低減すること、を特徴とするアルコール飲料の風味改
善剤。
【請求項２】
　アルコール飲料が、蒸留酒又はそれを希釈したものであること、を特徴とする請求項１
に記載の剤。
【請求項３】
　モズクが、糸モズク、太モズク、沖縄モズクの少なくともひとつであること、を特徴と
する請求項１又は２に記載の剤。
【請求項４】
　アルコール飲料に、分子量１０万以上の高分子フコイダンであり、かつ硫酸基含有量が
１０～２０％であるモズク由来フコイダンを０．０００１～１５．０ｗ／ｖ％となるよう
に添加すること、を特徴とするアルコール飲料中のイソアミルアルコールの揮発性が高め
られ、エタノール、イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸から選ばれるすくなくともひとつ
の揮発性が低減したアルコール飲料の製造方法。
【請求項５】



(2) JP 5889593 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

  アルコール飲料に、分子量１０万以上の高分子フコイダンであり、かつ硫酸基含有量が
１０～２０％であるモズク由来フコイダンを０．０００１～１５．０ｗ／ｖ％となるよう
に添加すること、を特徴とするアルコール飲料中のイソアミルアルコールの揮発性を高め
、エタノール、イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸から選ばれるすくなくともひとつの揮
発性を低減する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルコール飲料の風味改善剤等に関する。詳細には、アルコール飲料に添加
して用いる、アルコール飲料の不快臭低減、好ましい香りの増強、熟成感の付与、呈味の
増強、酸味の低減等の用途の風味改善剤及び／又はｐＨ調整剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アルコール飲料の熟成は、保存状態によってアルコール飲料の性質が変化し、様々な特
性を獲得することによる。具体的には、温度、光（紫外線）、保存容器、湿度などの外的
要因によってアルコール飲料中の物質が化学反応し、複雑な成分を生み出すことによる。
その反応過程は、単純な酸化反応だけでなく、エタノールと水との界面での反応、揮発性
成分の大気中への揮発による反応、紫外線等によるラジカル反応などが断続的に起こり、
結果的に高級アルコール、エステルなどの物質が生じると考えられている。
【０００３】
　アルコール飲料の熟成には大きく分けて３タイプがあり、例えば日本酒においては濃熟
型（常温貯蔵によって風味に劇的な変化が生じた個性豊かな酒）、中間型（低温貯蔵から
常温貯蔵へ、またはその逆による濃熟と淡熟の中間タイプの酒）、淡熟型（低温貯蔵によ
る吟醸酒の香り、味を保ったまま程よい苦味等が付加された酒）と呼ばれて分類される。
【０００４】
　アルコール飲料の熟成は、上述のような様々な要因によって年単位で変化していく反応
であるため、化学的に検証することは難しく詳細な解明はなされていない。また、熟成に
は非常に時間がかかり、長期保存による酸化臭などの不快臭の増加などデメリットもある
ことから、簡便かつ効率的に熟成感を付与する方法が望まれ、さらに熟成感付与を包含す
る総合的なアルコール飲料用風味改善剤等の開発が望まれ、研究されてきた。
【０００５】
　熟成感付与に限らず、アルコール飲料の風味改善用途の物質（剤）としては、現在まで
において、発酵風味や熟成感付与目的での有機酸発酵液（特許文献１）や、不快臭等のマ
スキング目的でのスクラロース（特許文献２）などが知られているが、より有効で、且つ
、安全性の高い新たな風味改善剤等の開発がさらに求められているのが現状である。
【０００６】
　一方、食物繊維のひとつであるフコイダンは、沖縄モズク（ナガマツモ科オキナワモズ
ク：Ｃｌａｄｏｓｉｐｈｏｎ　ｏｋａｍｕｒａｎｕｓ）、糸モズク（細モズク）（モズク
科モズク：Ｎｅｍａｃｙｓｔｕｓ　ｄｅｃｉｐｉｅｎｓ）、太モズク（Ｔｉｎｏｃｌａｄ
ｉａ　ｃｒａｓｓａ）、ヒバマタ（Ｆｕｃｕｓ　ｄｉｓｔｉｃｈｕｓ）、ガゴメコンブ（
Ｋｊｅｌｌｍａｎｉｅｌｌａ　ｃｒａｓｓｉｆｏｌｉａ）、メカブ（Ｕｎｄａｒｉａ　ｐ
ｉｎｎａｔｉｆｉｄａ）などの褐藻類に存在する、分子量数十万のフコースを構成糖とす
るヘテロ硫酸化多糖であり、食経験の豊富な海藻由来の安全な機能性天然成分として近年
注目されている。また、フコイダンを酵素などにより低分子化した低分子フコイダンの開
発、及びこの低分子フコイダンを使用した機能性食品等の食品開発も進められている。
【０００７】
　上述のように、フコイダンの生理機能を利用した医薬剤や健康食品はこれまでに多数開
発されているが、フコイダンの生理機能以外の用途については、今までほとんど知られて
いない。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２８９１８１号公報
【特許文献２】特開２０１０－０４２０２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、アルコール飲料に添加するだけで、簡便かつ効果的にその香り・呈味・酸味
等を改善することができる、安全性の高い新規なアルコール飲料の風味改善剤及び／又は
ｐＨ調整剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明者らは鋭意研究の結果、モズク由来フコイダンを有効
成分としてなる剤をアルコール飲料に所定量添加することで、アルコール飲料の不快臭（
エタノール刺激臭、酸臭、硫黄臭、カビ臭、脂肪臭など）低減、好ましい香りの増強、熟
成感の付与、呈味の増強、酸味の低減などがされ、その風味・呈味・酸味等が簡便かつ効
果的に改善されることを見出し、本発明に至った。
【００１１】
　すなわち、本発明の実施形態は次のとおりである。
（１）モズク由来フコイダンを有効成分としてなること、を特徴とするアルコール飲料の
風味改善剤。
（２）アルコール飲料の風味改善が、アルコール飲料中のイソアミルアルコールの揮発性
を高めること、及び／又は、エタノール、イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸から選ばれ
るすくなくともひとつの揮発性を低減すること、及び／又は、アルコール飲料に熟成感を
付与すること、及び／又は、アルコール飲料の酸味を低減すること、及び／又は、アルコ
ール飲料の旨味及び／又は塩味を増強すること、を特徴とする（１）に記載の剤。
（３）アルコール飲料が、蒸留酒（芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、泡盛、ウイスキ
ー、バーボン、ラム、ブランデー、テキーラ等）又はそれを希釈したものであること、を
特徴とする（１）又は（２）に記載の剤。
（４）モズク由来フコイダンが、モズクの熱水抽出物及び／又はその処理物であること、
を特徴とする（１）～（３）のいずれか１つに記載の剤。
（５）モズクの熱水抽出物が、モズクと水の混合物を加熱した後、これを濾過し、得られ
た濾液を脱塩した液体であること、を特徴とする（４）に記載の剤。
（６）モズク由来のフコイダンが、モズクの熱水抽出物を更に精製処理して得た精製物及
び／又はその処理物であること、を特徴とする（４）又は（５）に記載の剤。
（７）該処理物が、濃縮物、ペースト化物、乾燥物、乳化物、液状物、希釈物から選ばれ
る少なくともひとつであること、を特徴とする（４）～（６）のいずれか１つに記載の剤
。
（８）モズク由来フコイダンが、分子量５万以上の高分子フコイダンであり、かつ硫酸基
含有量が１０～２０％であること、を特徴とする（１）～（７）のいずれか１つに記載の
剤。
（９）モズクが、糸モズク、太モズク、沖縄モズクの少なくともひとつであること、を特
徴とする（１）～（８）のいずれか１つに記載の剤。
（１０）（１）～（９）のいずれか１つに記載の剤をモズク由来フコイダンとして０．０
００１～１５．０ｗ／ｖ％となるように添加してなる、その風味が改善されたアルコール
飲料。
（１１）アルコール飲料にモズク由来フコイダンを０．０００１～１５．０ｗ／ｖ％とな
るように添加すること、を特徴とするアルコール飲料の風味改善方法。
（１２）モズク由来フコイダンを有効成分としてなること、を特徴とするアルコール飲料
のｐＨ調整剤。
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（１３）アルコール飲料が、蒸留酒又はそれを希釈したものであること、を特徴とする（
１２）に記載の剤。
（１４）アルコール飲料にモズク由来フコイダンを０．０００１～１５．０ｗ／ｖ％とな
るように添加すること、を特徴とするアルコール飲料をｐＨ４．５～６に調整する方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アルコール飲料（特にウイスキーや焼酎などの蒸留酒）の不快臭の低
減、吟醸香などの好ましい香りの増強、熟成感の付与、酸味の低減、旨味や塩味の増強、
溶液ｐＨの調整などをすることができる。言い換えると、アルコール飲料の味全体が丸く
なり、古酒のような熟成感のある、風味等が改善されたアルコール飲料を提供することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】麦焼酎のエタノール揮発量を比較したグラフである。左側より、無添加品（コン
トロール）、アルギン酸添加品（アルギン酸）、アルギン酸ナトリウム添加品（アルギン
酸ナトリウム）、モズク由来フコイダン添加品（フコイダン）を示す。
【図２】麦焼酎のイソアミルアルコール揮発量を比較したグラフである。左側より、無添
加品（コントロール）、アルギン酸添加品（アルギン酸）、アルギン酸ナトリウム添加品
（アルギン酸ナトリウム）、モズク由来フコイダン添加品（フコイダン）を示す。
【図３】モズク由来フコイダン含有液を添加したビールの各評価項目（横軸）の官能評価
結果グラフである。縦軸は官能評価の変化率（モズク由来フコイダン添加品／無添加品）
を示す（以下の図４～１０も同様である）。
【図４】モズク由来フコイダン含有液を添加した日本酒の各評価項目（横軸）の官能評価
結果グラフである。
【図５】モズク由来フコイダン含有液を添加した赤ワインの各評価項目（横軸）の官能評
価結果グラフである。
【図６】モズク由来フコイダン含有液を添加した白ワインの各評価項目（横軸）の官能評
価結果グラフである。
【図７】モズク由来フコイダン含有液を添加したウイスキー（水割り）の各評価項目（横
軸）の官能評価結果グラフである。
【図８】モズク由来フコイダン含有液を添加したウイスキー（ストレート）の各評価項目
（横軸）の官能評価結果グラフである。
【図９】モズク由来フコイダン含有液を添加した芋焼酎（水割り）の各評価項目（横軸）
の官能評価結果グラフである。
【図１０】モズク由来フコイダン含有液を添加した芋焼酎（ストレート）の各評価項目（
横軸）の官能評価結果グラフである。
【図１１】モズク由来フコイダン含有液を１、２、４ｖ／ｖ％添加した芋焼酎（ストレー
ト）の味覚センサーによる分析結果グラフである。
【図１２】モズク由来フコイダン含有液を水又は芋焼酎（ストレート）に添加した際の溶
液ｐＨ変化を示すグラフである。
【図１３】モズク由来フコイダン含有液を蒸留酒（芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、
泡盛、ウイスキー、バーボン、ラム、ブランデー、テキーラ）に添加した際の各溶液ｐＨ
変化を示すグラフである。
【図１４】モズク由来フコイダン含有液を芋焼酎（ストレート）に添加した際のイソ酪酸
揮発量を示したグラフである。
【図１５】モズク由来フコイダン含有液を芋焼酎（ストレート）に添加した際のイソ吉草
酸揮発量を示したグラフである。
【図１６】モズク由来フコイダン含有液を芋焼酎（ストレート）に添加した際のカプロン
酸揮発量を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１５】
　本発明においては、アルコール飲料の風味改善剤及び／又はｐＨ調整剤の有効成分とし
て、食経験が豊富で且つ安全性も高い海藻であるモズク由来のフコイダンを使用する。モ
ズクは、沖縄モズク（ナガマツモ科オキナワモズク：Ｃｌａｄｏｓｉｐｈｏｎ ｏｋａｍ
ｕｒａｎｕｓ）、糸モズク（細モズク）（モズク科モズク：Ｎｅｍａｃｙｓｔｕｓ ｄｅ
ｃｉｐｉｅｎｓ）、太モズク（Ｔｉｎｏｃｌａｄｉａ ｃｒａｓｓａ）であることが好ま
しい。
【００１６】
　モズク由来フコイダンは、モズクから抽出、単離、精製したフコイダンの精製品（市販
品を含む）が使用できるのはもちろんのこと、モズクの熱水抽出物、その処理物も使用可
能である。また、これに限定されるものではないが、モズク由来フコイダンは、分子量が
プルランを基準として５万以上、好ましくは１０万以上、更に好ましくは２０万～２００
万（例えば３０万～１００万）であり、かつ、硫酸基含有量が１０％～２０％であること
、好ましくは１１％～１７％、更に好ましくは１３％～１４％であることが望ましい。
【００１７】
　モズクからフコイダンを抽出するには、酢酸水溶液又は塩酸等により酸性（ｐＨ３．０
～６．０）に調整し、５０℃以上、好ましくは６０～１００℃、更に好ましくは６０～９
０℃、例えば６０～７５℃の熱水を用いて、３０分～３時間生鮮モズク（切断、ペースト
化、乾燥、冷凍したもののいずれでもよい）を抽出した後（例えば、オートクレーブで１
００℃、４５分～１時間３０分程度処理した後）、得られた抽出液を電気透析により脱塩
する。本発明の熱水抽出物には、上記のようにモズクを単に熱水で抽出して得た抽出液、
その濾液、これ（ら）を更に脱塩してなる抽出液が包含されるほか、第４級アンモニウム
塩処理、アルコール沈殿、イオン交換樹脂クロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフ
ィー、限外濾過、超精密濾過などによって精製した精製物も包含される。
【００１８】
　また、本発明においては、モズクの熱水抽出物の処理物も使用可能である。該処理物と
しては、濃縮物、ペースト化物、乾燥物（噴霧乾燥物、凍結乾燥物、真空乾燥物、ドラム
乾燥物等）、乳化物、液状物、希釈物等が挙げられる。特に乾燥物については、重量が最
も軽く容積も小さくなることから製造加工時の適性が高く、また輸送コストを低減できる
。
【００１９】
　モズク由来フコイダンを有効成分としてなる風味改善剤及び／又はｐＨ調整剤を添加す
るアルコール飲料としては、ビール、発泡酒、リキュール類、日本酒、ワイン（果実酒）
、芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、泡盛、ウイスキー、バーボン、ブランデー、スピ
リッツ、ウォッカ、テキーラ、ジン、ラム、白酒などが例示され、アルコールを含有する
飲料であれば限定されないが、特に蒸留酒（芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、泡盛、
ウイスキー、バーボン、ブランデー、スピリッツ、ウォッカ、テキーラ、ジン、ラム、白
酒等）が好ましい。また、これらを水や果汁飲料などの非アルコール飲料で希釈したもの
も包含される。さらには、上記アルコール飲料の２種以上を混合したもの（例えばカクテ
ルなど）も包含される。
【００２０】
　モズク由来フコイダンを有効成分としてなる風味改善剤及び／又はｐＨ調整剤のアルコ
ール飲料への添加量は、その効果が発揮される量であれば特に限定はされないが、例えば
モズク由来フコイダンとして０．０００１～１５．０ｗ／ｖ％となるような添加量が例示
される。なお、モズク由来フコイダンとして０．００１～１ｗ／ｖ％となるような添加量
がより好ましく、０．００２～０．３ｗ／ｖ％が更に好ましい。モズク由来フコイダンの
添加量が少なすぎるとその効果が十分に発揮されず、また多すぎるとアルコール飲料に過
度の粘度上昇や着色が発生するためあまり好ましくない。
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【００２１】
　このようにして、アルコール飲料にモズク由来フコイダンを有効成分としてなる風味改
善剤及び／又はｐＨ調整剤を所定量添加するだけで、簡便かつ効率的に、アルコール飲料
の不快臭の低減、吟醸香などの好ましい香りの増強、先味・後味の向上やきめの改善、甘
味やうま味・塩味の付与（増強）、酸味や苦味の低減、熟成感の付与、溶液ｐＨの調整（
特に、ｐＨ４．５～６の範囲への緩衝作用的調整）などをすることができ、その風味等を
良好なものに改善できる。
【００２２】
　以下、本発明の実施例について述べるが、本発明はこれらのみに限定されるものではな
く、本発明の技術的思想内においてこれらの様々な変形が可能である。
【実施例１】
【００２３】
（モズク由来フコイダンの製造）
　以下の実施例２で示す試験には、株式会社海産物のきむらや製品である高分子もずくフ
コイダン「シーアルガ エフ（登録商標）」、実施例３～６で示す試験には、株式会社海
産物のきむらや製品である高分子もずくフコイダン 「フコミン（登録商標）」をモズク
由来フコイダン含有液として使用した。これらの製品の製造は、次のようにして行った。
【００２４】
　モズクとして沖縄モズク（Ｃｌａｄｏｓｉｐｈｏｎ ｏｋａｍｕｒａｎｕｓ）を用いた
。このモズクをその湿重量の１～５倍量の水に懸濁させ、酢酸水溶液を加えて酸性に調整
した。次いで６０～９０℃で加熱維持し、フコイダンを溶出させた後、遠心分離して沈殿
物を除去した。上清から低分子成分を電気透析によって除去することでフコイダンを濃縮
、脱塩し、モズク由来フコイダン含有液を得た。
　得られたモズク由来フコイダンの分子量は、プルラン分子量を標準とした換算分子量と
して約３０万、硫酸基含有量は１３％であった。
【実施例２】
【００２５】
（アルコール飲料への添加試験Ｉ）
　モズク由来フコイダンを添加した麦焼酎、及び、他の海藻由来多糖類を添加した麦焼酎
の風香味について比較確認するため、以下の試験を実施した。
【００２６】
　まず、市販の麦焼酎２０００ｍｌに対し、モズク由来フコイダン含有液１０ｍｌ（１０
ｍｌあたり乾燥重量で２７０ｍｇのモズク由来フコイダンを含む）又はアルギン酸ナトリ
ウム（株式会社キミカ製）１０ｍｌ（１０ｍｌあたり乾燥重量で２７０ｍｇのアルギン酸
ナトリウムを含む）を添加したものを作製し（それぞれの濃度は０．０１３５ｗ／ｖ％）
、添加直後及び常温一ヶ月保管後の風香味を訓練されたパネラー２名により官能評価した
。なお、コントロールとしては、無添加の麦焼酎を用いた。
【００２７】
　その結果、無添加品と比較して、モズク由来フコイダン添加品及びアルギン酸ナトリウ
ム添加品はいずれもアルコールの尖った風味（エタノール刺激臭）が抑制され、全体とし
て味が丸くなった。さらに、モズク由来フコイダン添加品はアルギン酸ナトリウム添加品
と異なり、味に深みがでて古酒のような熟成した風味となった。この風味の傾向は、特に
常温一ヶ月保管後において顕著に見られた。
【００２８】
　次に、同様の試験として、市販の麦焼酎２０００ｍｌに対し、モズク由来フコイダン２
７０ｍｇ、アルギン酸ナトリウム２７０ｍｇ、アルギン酸（東京化成工業株式会社製）２
７０ｍｇをそれぞれ添加したものを作製し、添加直後の揮発性成分の量をガスクロマトグ
ラフィ／質量分析法（ＧＣ／ＭＳ）を用いて測定した。なお、コントロールとしては、無
添加の麦焼酎を用いた。
【００２９】
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　測定結果を図１及び図２に示す。第一に、無添加品と比較して、モズク由来フコイダン
添加品及びアルギン酸ナトリウム添加品のエタノール揮発量はいずれも低下した（図１、
無添加品と比較してモズク由来フコイダン添加品は約３％、アルギン酸ナトリウムは約１
２％低下）。しかし、アルギン酸ナトリウム添加品は揮発性成分全体の揮発量が低下して
おり、香りがほとんどしなくなっていたのに対し、モズク由来フコイダン添加品は吟醸香
に分類される高級アルコールの代表的成分であるイソアミルアルコールの揮発量が無添加
品の約２倍となっていた（図２）。なお、アルギン酸添加品は、無添加品と比較してエタ
ノール及びイソアミルアルコールの両方が若干増加していた（図１、図２）。
【００３０】
　以上より、麦焼酎へのモズク由来フコイダン添加により、エタノール刺激臭を低減させ
且つイソアミルアルコール臭を増加させ、麦焼酎の味を丸くして古酒のような熟成した風
味とするように改善することが示された。特に、モズク由来フコイダン添加によって、ア
ルコール飲料の保管時の熟成感付与が顕著に促進された。
【実施例３】
【００３１】
（アルコール飲料への添加試験ＩＩ）
　モズク由来フコイダンを各種アルコール飲料に添加した際の風味について確認するため
、以下の試験を実施した。
【００３２】
　市販のビール、日本酒、赤ワイン、白ワイン、ウイスキー（ストレート、水割り）、芋
焼酎（ストレート、水割り）に対して、それぞれモズク由来フコイダン含有液を濃度が０
．１ｖ／ｖ％となるように添加し（モズク由来フコイダン濃度は０．００２７ｗ／ｖ％）
、添加直後に無添加品との比較官能試験を訓練されたパネラー５名により行った。官能試
験はクローズドパネルテスト形式で行い、評価項目は、香りとして酢酸イソアミル臭、カ
プロン酸エチル臭、アルコール臭、海藻臭、カラメル臭、老香、香辛料香、アルデヒド臭
、酸臭、生魚臭、硫黄臭、樹脂臭、カビ臭、脂肪臭を、外観として色調と濁度を、味とし
て甘辛味、後味、きめ、酸味、苦味、渋味、うま味、塩味、炭酸味を選択した。そして、
無添加品との比較として変化率（モズク由来フコイダン添加品の官能評価点／無添加品の
官能評価点）を算出した。
【００３３】
　各サンプルの評価項目の変化率の結果を図３～１０に示した。この結果及びサンプル間
での評価項目の変化率の標準偏差から、芋焼酎（ストレート）がモズク由来フコイダン添
加により最も変化が見られ、全体的傾向として蒸留酒であるウイスキー、芋焼酎（水割り
も含む）の風味変化が顕著であった。
【００３４】
　さらに評価項目を詳細に検討すると、全体的には、風味の変化として後味の向上（より
すっきりとなる）、きめの改善（あらさがとれて丸く、なめらかとなる）が見られた。ま
た、いわゆる不快臭（悪臭）である酸臭、硫黄臭、カビ臭、脂肪臭などが抑制傾向であっ
た。ビールやワインの変化率は、蒸留酒と比較すると小さかったが、呈味にやや向上傾向
が見られた。なお、モズク由来フコイダンを添加しても海藻臭には変化がなく、モズク由
来フコイダン自体のわずかな風味は添加するアルコール飲料の風味改善に影響しないこと
も示された。
【００３５】
　以上より、各種アルコール飲料（特に、蒸留酒）へのモズク由来フコイダン添加により
、後味の向上作用、きめの改善作用、エタノール臭低減、酢酸イソアミルやカプロン酸エ
チル臭の増加、不快臭の低減作用などが発揮され、風味が改善することが示された。
【実施例４】
【００３６】
（アルコール飲料への添加試験ＩＩＩ）
　モズク由来フコイダンを焼酎に添加した際の呈味について確認するため、以下の試験を
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実施した。
【００３７】
　市販の芋焼酎（ストレート）に対して、モズク由来フコイダン含有液を濃度が１．０、
２．０、４．０ｖ／ｖ％となるようにそれぞれ添加し（モズク由来フコイダン濃度は０．
０２７、０．０５４、０．１０８ｗ／ｖ％）、添加直後に未添加品との呈味比較を味覚セ
ンサー（ＴＳ－５０００Ｚ、株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー製）により
分析した。評価項目は、先味として酸味、苦味雑味、渋味刺激、旨味、塩味、甘味の５点
、後味として苦味、渋味、旨味コクの３点とした。
【００３８】
　各サンプルの分析結果を図１１に示した。この結果から、フコイダン添加により芋焼酎
の酸味が大きく低減されること、旨味・塩味が若干増強されることが明らかとなった。
【実施例５】
【００３９】
（アルコール飲料への添加試験ＩＶ）
　モズク由来フコイダンを蒸留酒に添加した際の溶液ｐＨ変化について確認するため、以
下の試験を実施した。
【００４０】
　市販の各蒸留酒（芋焼酎、麦焼酎、米焼酎、そば焼酎、泡盛、ウイスキー、バーボン、
ラム、ブランデー、テキーラ）に対して、モズク由来フコイダン含有液を濃度が１．０、
２．０、４．０ｖ／ｖ％となるようにそれぞれ添加し（モズク由来フコイダン濃度は０．
０２７、０．０５４、０．１０８ｗ／ｖ％）、溶液ｐＨを測定した。比較として、水にモ
ズク由来フコイダン含有液を濃度が２．０、４．０ｖ／ｖ％となるようにそれぞれ添加し
たものの溶液ｐＨも測定した。
【００４１】
　結果を図１２、１３に示した。この結果から、モズク由来フコイダン添加により、ｐＨ
４．０～５．０程度の各蒸留酒のｐＨを０．５程度上昇させることが明らかとなった。ま
た、水の場合は、逆にｐＨ５．５付近まで下降させることが明らかとなり、モズク由来フ
コイダン含有剤がｐＨ調整剤（特に、ｐＨ４．５～６の範囲への緩衝作用的な調整剤）と
しての効果を発揮していることも示された。
【実施例６】
【００４２】
（アルコール飲料への添加試験Ｖ）
　モズク由来フコイダンを添加した芋焼酎の不快臭の揮発量について確認するため、以下
の試験を実施した。
【００４３】
　市販の芋焼酎２０００ｍｌに対し、モズク由来フコイダン含有液を濃度が２．０～２０
．０ｖ／ｖ％となるようにそれぞれ添加したものを作製し（モズク由来フコイダン濃度は
０．０５４～０．５４ｗ／ｖ％）、添加直後の揮発性不快臭成分（イソ酪酸、イソ吉草酸
、カプロン酸）の量をガスクロマトグラフィ／質量分析法（ＧＣ／ＭＳ）を用いて測定し
た。
【００４４】
　測定結果を図１４～１６に示す。イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸のいずれについて
も、モズク由来フコイダン添加により揮発量が減少すること、及び、モズク由来フコイダ
ン含有液４．０～１０．０ｖ／ｖ％程度の添加によりその揮発抑制効果が最大となり、揮
発量が６５～７５％にまで抑制された。また、それ以上添加しても効果の上昇はあまりな
いことが明らかとなった。
【００４５】
　以上より、芋焼酎へのモズク由来フコイダン添加により、エタノールだけでなく他の揮
発性不快臭成分（イソ酪酸、イソ吉草酸、カプロン酸）の揮発量も抑制（低減）できるこ
とが示された。
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【００４６】
　本発明を要約すれば、以下の通りである。
【００４７】
　本発明は、アルコール飲料に添加するだけで、簡便かつ効果的にその香り・呈味・酸味
等を改善することができる、安全性の高い新規なアルコール飲料の風味改善剤及び／又は
ｐＨ調整剤を提供することを目的とする。
【００４８】
　そして、モズク由来フコイダンを有効成分としてなる剤を、アルコール飲料に所定量（
例えば、モズク由来フコイダンとして０．０００１～１５．０％（ｗ／ｖ））添加するこ
とで、その香り・呈味・酸味等を簡便かつ効果的に改善できる。特に、アルコール飲料の
不快臭低減、好ましい香りの増強、熟成感の付与、呈味の増強、酸味の低減、溶液ｐＨの
調整などが可能となる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１２】
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